
 

 

 

 新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する建築士 (一級、二級、木造)は、

３年毎に、建築士定期講習を受けることが義務付けられています。 

 

 現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに建築士事務所に所属した建築士

は、平成２４年３月３１日までに最初の建築士定期講習を受けなければなりません。 

そのため２３年度は受講を希望される方が過度に集中し、希望される講習会場での受講が困難に

なることが予想されます。建築士事務所に所属する建築士の方は、平成２２年度中に受講をされま

すようお勧めいたします。 

なお、現在建築士事務所に所属していない建築士の方も建築士定期講習を受講すること

ができ、講習修了後に建築士事務所に所属した場合は、法定講習の受講として扱われます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ご不明な点は下記事務局までお問い合わせください。 

社団法人 福井県建築士事務所協会 

〒910-0859 福井市日之出5丁目4-7  TEL：(0776)54-1552  FAX：(0776)54-8490 

平成 22 年度第 3 期 一級・二級・木造 建築士  

定 期 講 習 募 集 の 案 内 

  ■ 受 講 日：平成２２年１１月１２日（金） 

  ■ 講習会場：福 井 商 工 会 議 所 

  ■ 申込書配布：随時、行っております。 

  ■ 申込受付：平成２２年８月３０日(月)～９月３０日(木) 

  （ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） 

  ■ 受付時間：午前９時３０分 ～ 午後４時３０分 

  ■ 配布・受付場所：当協会事務局 

   ※ 当協会では申込書の郵送配布を行っています。 

       申込書の郵送配布をご希望の場合は、切手140円（郵送料）と共に、 

       〒・住所及び氏名を明記した宛先ラベル（横書き8㎝×4㎝程度）を 

       同封の上、下記へお申込ください。 

     ※ 事務所協会会員の方で郵送希望の方は、ご連絡ください。 

※ 建築士事務所に所属する建築士の方は必ずお読みください。 

  ※ 今回のご案内は既に受講されている方にも送付しておりますのでご了承ください。 

重 要 

  ※ 管理建築士講習ではございませんので、お間違えのないようお願いいたします。 

★１回目は 平成２４年３月３１日までに 必ず ご受講ください。 


